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① 圏域全体の経済成長のけん引 

 産学金官の共同研究・新製品開発支援、六次産業化支援 等 

② 高次の都市機能の集積・強化 

 高度医療の提供体制の充実、高等教育・研究開発の環境整備 等 

③ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

 地域医療確保のための病院群輪番制の充実、地域公共交通ネットワークの形成 等 

連携中枢都市圏の取組の推進 

 連携中枢都市圏の意義とは 

 連携中枢都市圏に何が求められているのか 

 地域において、相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携し、コンパクト化とネットワーク化により、 
   人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成 

 

 連携中枢都市圏をいかに実現するか 
 地方自治法を改正し、地方公共団体間の柔軟な 

     連携を可能とする「連携協約」の制度を導入 

     （平成26年11月１日施行） 

 平成26年度は、連携中枢都市圏形成の準備に向けた 

   支援を行い、先行的なモデルを構築するため、 

      国費による事業（９事業）を実施 

 平成27年度も、国費により支援（１２事業） 

 平成27年度から 地方交付税措置を講じて全国展開 

   を図る 

 連携中枢都市圏形成のための手続き 

 連携中枢 
都市宣言 

連携協約
の締結 

都市圏ビジョン 
の策定 は、三大都市圏 

○具体的な都市（圏）は、本年度、地方公共団体の意向を踏まえた 
 調査・検討を行った上で確定 
 なお、従前の「地方中枢拠点都市（圏）」の要件に該当する都市（圏）  
 ※は対象とする 

※①地方圏の指定都市、新中核市（人口20万以上）、 
  ②昼夜間人口比率おおむね１以上 
   を満たす都市（  ）を中心とする圏域 
   ⇒現時点で、全国で６１都市圏が該当 

は、都市圏を形成している団体（４団体）  

は、平成27年度促進事業実施団体（１２団体） 

は、平成26年度モデル事業実施団体のうち、 
まだ都市圏を形成していない団体（５団体） 

資料４ 参考 連携中枢都市圏及び定住自立圏について 
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連携中枢都市圏構想の推進に向けた総務省の財政措置の概要 

 地域において、相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携し、コンパクト化とネット

ワーク化により、一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点である「連携中枢都

市圏」を形成することを目的に、連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結し、連携中枢都市圏ビ

ジョンを策定した連携中枢都市及び連携市町村の取組に対して、必要な財政措置を講じる。   

１．連携中枢都市及び連携市町村の取組に関する 

  包括的財政措置 

２．外部人材の活用に対する財政措置（特別交付税） 

３．個別の施策分野における財政措置 

（１）病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置 

   病診連携等の事業に要する市町村の負担金に対する 

   特別交付税措置（措置率0.8、上限800万円） 

（２）へき地における遠隔医療に対する特別交付税措置の 

      拡充（措置率0.6→0.8） 

４．連携中枢都市圏の形成に対応した辺地度点数の 

  算定要素の追加 

（１）連携中枢都市の取組に対する包括的財政措置 

 ①普通交付税措置 

「経済成長のけん引」及び「高次都市機能の集積・ 

強化」の取組に対する財政措置 

(圏域人口に応じて算定／例：圏域人口75万で約２億円) 

②特別交付税措置 

「生活関連機能サービスの向上」の取組に対する財政

措置。１市当たり年間１．２億円程度を基本として、

人口・面積等を勘案して上限額を設定 

（２）連携市町村の取組に対する特別交付税措置 

１市町村当たり年間１，５００万円を上限 

 ・圏域外における専門性を有する人材の活用 

  上限700万円、最大３年間の措置 

・辺地度点数の算定に当たって近傍の市役所等にかえて 

 連携中枢都市までの距離を算定可能                                                                              2
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  中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力すること
により、圏域全体として必要な生活機能等を確保する「定住自立
圏構想」を推進し、地方圏における定住の受け皿を形成する。 

【圏域に求められる役割】 

 ①生活機能の強化（休日夜間診療所の運営、病児・病後児保育の実施、消費
生活法律相談の実施、地場産業の育成 等） 

 ②結びつきやネットワークの強化（デマンドバスの運行、滞在型・体験型観
光・グリーンツーリズムの推進、生活道路の整備 等） 

 ③圏域マネジメント能力の強化（合同研修の実施や職員の人事交流、外部専
門家の招へい 等） 

 定住自立圏構想の意義 

定住自立圏の取組の推進 

協定締結等圏域数 

（市町村・圏域数） 

定住自立圏構想への取組状況 

 宣言中心市数 

協定締結等市町村数 
延べ４４７市町村 
（H27.10.1時点） 

ビジョン策定中心市数 

  

※日付の記載が無い場合は４月１日時点の数値 

 定住自立圏の概要 

KPI： 2020年度 140圏域（H27.10.1現在 95圏域） 

 
 

 
 
 

 
 
○中心市が策定 
 
○定住自立圏の将来像や協定 
 に基づき推進する具体的取 
 組を記載 

③定住自立圏 
共生ビジョン 

定
住
自
立
圏
の
形
成 

中心市 近隣市町村 

①人口：５万人程度以上 

（少なくとも４万人超） 

②昼夜間人口比率：１以上 

（合併市の場合は、人口最大の旧市の値が

１以上も対象とする。） 

○中心市と連携する意思を有する近隣市町

村の意向に配慮しつつ、地域全体のマネジ

メント等において中心的な役割を果たす意

思等を公表 

①中心市宣言 

○中心市と近接し、経済、社会、

文化又は住民生活等において密接

な関係を有する市町村 

※通勤通学10％圏等の要素も考慮し

て、関係市町村において判断 

協定 

②
定
住
自
立
圏
形
成
協
定 

協定 

○人口定住のために必要な
生活機能を確保するため、
役割分担し、連携していく
ことを明示 

近隣市町村 

近隣市町村 
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定住自立圏構想の推進に向けた総務省の財政措置の概要 

 地域住民の生活実態やニーズに対応し圏域ごとにその生活に必要な機能を確保して、地
域住民の生命と暮らしを守る取組を支援するため、定住自立圏共生ビジョンを策定した中
心市及びその近隣市町村の取組に対して財政措置を講じる。   

１．中心市及び近隣市町村の取組に 

  関する包括的財政措置（特別交付税） 

２．地域活性化事業債の充当 

３．外部人材の活用に対する財政措置 

  （特別交付税） 

４．民間主体の取組の支援に対する財政措置 

（１）民間への融資等を行うファンド形成に関する財政措置 
   ファンド形成に一般単独事業債を充当（９０％）、 
   償還利子の５０％に特別交付税 

（２）ふるさと融資の融資限度及び融資比率の引き上げ 

      （例：融資比率３５％→４５％） 

５．個別の施策分野における財政措置 

（１）病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置 
   病診連携等の事業に要する市町村の負担金に対する 
   特別交付税措置（措置率０．８、上限８００万円） 
（２）へき地における遠隔医療に対する特別交付税措置の拡充 
    措置率０．６→０．８ 

６．定住自立圏の形成に対応した辺地度点 
 数の算定要素の追加 

・中心市については、１市当たり年間8,500万円程度 
 (H25年度までは4,000万円)を基本として、人口、面積 
 等を勘案して上限額を算定 
・近隣市町村については、１市町村当たり年間1,500万 
 (H25年度までは1,000万円）を上限 

・圏域全体で必要不可欠なインフラ整備に対し、 
  地域活性化事業債を充当。 
 （充当率：９０％、交付税算入率：３０％） 

・圏域外における専門性を有する人材の活用 
   上限７００万円、最大３年間の措置 
  

・辺地度点数の積算に当たって中心市までの距離を算定可能 

※このほか、定住自立圏構想推進のための関係各省による事業の優先採択もある。 
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